合葬式墓地 利用申請に伴う誓約書
私は、市が管理する合葬式墓地の利用申請にあたり、制度の内容を十分理解したうえで、下記の事項について同意し、遵守することを誓約します。
記
1． 納骨後は、原則としてご遺骨を取り出すことができず、返還を求めることができないことを了承します。
ただし、個別埋蔵方式により埋蔵された場合は、許可日から15年間においてこの限りではなく、所定の手続きにより返還が可能になる場合があることを了承します。

2． 申請後は、個別埋蔵方式又は共同埋蔵方式など、選択した埋葬方法を変更できないことを了承します。また、埋蔵者及び焼骨数等を変更できないこと了承します。
3．個別埋蔵方式を選択した場合、利用許可日から15年経過後は、市からの通知を行うことなく、ご遺骨
を共同埋蔵場所へ埋蔵します。なお、生前申込で焼骨が埋蔵されていない場合も同様に通知は行いませ
ん。また、その後も合葬式墓地（共同埋蔵場所）の利用資格は継続されます。
4．合葬式墓地への申込みにあたっては、関係する親族等に十分説明し、理解を得たうえで申請しており、
親族間の紛争や苦情等が生じた場合は、申請者の責任において解決することとします。
5. 納骨にあたっては、市の定める方法により埋蔵されることを了承します。（骨壺から納骨袋等への移し替えを含む。）なお、埋蔵方法について申請者の希望は反映できない場合があることを了承します。
6．申請内容に虚偽や不正が判明した場合、市が利用許可を取り消すことがあることを了承します。
7．現在、市営霊園の普通墓地を利用している場合は、合葬式墓地の利用許可後、速やかに墓じまいを行い、
当該許可日から3ヶ月以内に合葬式墓地への納骨を完了したうえで、当該墓地を返還します。また、他
の墓地から改葬する場合においても、合葬式墓地への埋蔵は利用許可日から3ヶ月以内に行います。
8．施設内での参拝は定められた場所および方法に従い、供物は持ち帰ること、私物の設置ができないこと
を了承します。
9．記名板を設置する場合は、市の定める基準に従い、刻字内容や設置方法について指示に従います。
10．利用にあたっては、関係する上田市霊園条例、上田市霊園管理規則および市の指示を遵守します。
以上の内容を確認し、同意のうえ誓約します。
年　　　　月　　　　日
　
申請者住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者氏名：                                                            　　印　

電話番号　：※申請者本人が自署のうえ、押印してください。
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